
果実飲料についての検査方法の一部を改正する件 新旧対照表

○果実飲料についての検査方法（昭和37年３月22日農林省告示第360号）

（下線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

１ 検査は、抽出して行う。 １ 検査は、抽出して行なう。

２ （略） ２ 抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、３から６までに定めるところによる。

３ 第１種検査方法 ３ 第１種検査方法

抽出の割合 抽出の割合

品種が同一と認められる果実飲料の２日分の製造荷口を検査荷口とし、その検査荷口から無作 品種が同一と認められる果実飲料の２日分の製造荷口を検査荷口とし、その検査荷口から無作

為に２個のかん、びんその他の容器を抽出し、それぞれのかん、びんその他の容器から濃縮果汁 為に２個のかん、びんその他の容器を抽出し、それぞれのかん、びんその他の容器から濃縮果汁

の場合にあっては100ｇ、その他の果実飲料の場合にあっては200ｇを採取して試料とする。 の場合にあつては100ｇ、その他の果実飲料の場合にあつては200ｇを採取して試料とする。

検査に係る格付の基準 検査に係る格付の基準

試料の単位体ごとに当該試料に係る日本農林規格に基づいて検査を行い、その結果、当該試料 試料の単位体ごとに当該試料に係る日本農林規格に基づいて検査を行ない、その結果、当該試

の単位体の全てが当該日本農林規格に定める合格の標準に適合するときは、当該検査荷口の果実 料の単位体のすべてが当該日本農林規格に定める合格の標準に適合するときは、当該検査荷口の

飲料を合格に格付する。 果実飲料を合格に格付けする。

４ 第２種検査方法への移行 ４ 第２種検査方法への移行

３に定めるところにより検査を行った結果、その検査荷口の果実飲料が連続して５回合格に格付 ３に定めるところにより検査を行なつた結果、その検査荷口の果実飲料が連続して５回合格に格

されたときは、その検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合及び検査に係る 付けされたときは、その検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合及び検査に

格付の基準は、５に定めるところによるものとする。 係る格付の基準は、５に定めるところによるものとする。

５ 第２種検査方法 ５ 第２種検査方法

抽出の割合 抽出の割合

４の規定により抽出の割合及び検査に係る格付の基準が５に定めるところによることとなった ４の規定により抽出の割合及び検査に係る格付の基準が５に定めるところによることとなつた

果実飲料でその品種が同一と認められるものの15日分の製造荷口を検査荷口とし、その検査荷口 果実飲料でその品種が同一と認められるものの15日分の製造荷口を検査荷口とし、その検査荷口

から３の の規定に準じて２個の試料を抽出する。 から３の の規定に準じて２個の試料を抽出する。

（略） 検査に係る格付の基準

３の に同じ。

６ 第１種検査方法への移行 ６ 第１種検査方法への移行

５に定めるところにより検査を行った結果、合格に格付されない検査荷口があったときは、その ５に定めるところにより検査を行なつた結果、合格に格付けされない検査荷口があつたときは、

検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、３に その検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、

定めるところによるものとする。 ３に定めるところによるものとする。
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ベーコン類、ハム類、プレスハム及びソーセージについての検査方法の一部を改正する件 新旧対照表

○ベーコン類、ハム類、プレスハム及びソーセージについての検査方法（昭和37年４月12日農告第517号）

（下線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

１・２ （略） １ 検査は、抽出して行う。

２ 抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、３から６までに定めるところによる。

３ 第１種検査方法 ３ 第１種検査方法

抽出の割合 抽出の割合

（略） 原料及び製造条件が同一と認められる同一品種のベーコン類、ハム類、プレスハム又はソーセ

ージ（以下「ベーコン類等」という。）の１日分の製造荷口を検査荷口とし、その検査荷口から

無作為に次の表の中欄に掲げる検査荷口の大きさの区分に従いそれぞれ同表の右欄に掲げる抽出

個数のベーコン類等を試料として抽出する。

事 項 抽 出 個 数 事 項 抽 出 個 数

検査荷口の大きさ ベーコン類又はハム類 プレスハム又はソーセージ 検査荷口の大きさ ベーコン類又はハム類 プレスハム又はソーセージ

記 号 記 号

（個） （略） （略） （個） （個） （個）

Ａ 2- 800 Ａ 2ー 800 １ １

Ｂ 801-1,300 Ｂ 801ー1,300 １ １

Ｃ 1,301-3,200 Ｃ 1,301ー3,200 １ ２

Ｄ 3,201-8,000 Ｄ 3,201ー8,000 ２ ３

Ｅ 8,001以上 Ｅ 8,001以上 ３ ５

検査に係る格付の基準 検査に係る格付の基準

試料の単位体ごとに当該試料に係る日本農林規格に基づいて検査を行い、その結果、当該試料 試料の単位体ごとに当該試料に係る日本農林規格に基づいて検査を行い、その結果、当該試料

の単位体の全てが当該日本農林規格に定める合格の標準に適合するときは、その検査荷口のベー の単位体の全てが当該日本農林規格に定める合格の標準に適合するときは、その検査荷口のベー

コン類等を合格に格付する。 コン類等を合格に格付けする。

４ 第２種検査方法への移行 ４ 第２種検査方法への移行

３に定めるところにより検査を行った結果、その検査荷口のベーコン類等が連続して７回合格に ３に定めるところにより検査を行った結果、その検査荷口のベーコン類等が連続して７回合格に

格付されたときは、その検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合及び検査に 格付けされたときは、その検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合及び検査

係る格付の基準は、５に定めるところによるものとする。 に係る格付の基準は、５に定めるところによるものとする。

５ 第２種検査方法 ５ 第２種検査方法

（略） 抽出の割合

４の規定により抽出の割合及び検査に係る格付の基準が５に定めるところによることとなった

ベーコン類等で同一の品種群（ベーコン類及びハム類、プレスハム及びソーセージ又は混合ソー

セージの別をいう。）に属し、７日間に製造されたものの製造荷口を検査荷口とし、その検査荷

口から無作為に１個のベーコン類等を試料として抽出する。

検査に係る格付の基準 検査に係る格付の基準
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試料につき当該試料に係る日本農林規格に基づいて検査を行い、その結果、当該試料が当該日 試料につき当該試料に係る日本農林規格に基づいて検査を行い、その結果、当該試料が当該日

本農林規格に定める合格の標準に適合するときは、その検査荷口のベーコン類等を合格に格付す 本農林規格に定める合格の標準に適合するときは、その検査荷口のベーコン類等を合格に格付け

る。 する。

６ 第１種検査方法への移行 ６ 第１種検査方法への移行

５に定めるところにより検査を行った結果、合格に格付されない検査荷口があったときは、その ５に定めるところにより検査を行った結果、合格に格付けされない検査荷口があったときは、そ

検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、３に の検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、３

定めるところによるものとする。 に定めるところによるものとする。



しょうゆについての検査方法の一部を改正する件 新旧対照表

○しょうゆについての検査方法（昭和38年１月30日農告第81号）

（下線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

しょうゆについての検査方法 しようゆについての検査方法

１ 検査は、抽出して行う。 １ 検査は、抽出して行なう。

２ （略） ２ 抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、３から６までに定めるところによる。

３ 第１種検査方法 ３ 第１種検査方法

抽出の割合 抽出の割合

原料及び製造条件が同一と認められる同一品種のしょうゆの１日分の製造荷口を検査荷口と 原料及び製造条件が同一と認められる同一品種のしようゆの１日分の製造荷口を検査荷口と

し、その検査荷口から無作為に１個を抽出し、その１個から200mlを採取して、試料とする。 し、その検査荷口から無作為に１個を抽出し、その１個から200ミリリツトルを採取して、試料

とする。

検査に係る格付の基準 検査に係る格付の基準

試料に係る日本農林規格に基づいて検査を行い、その結果、当該試料が当該日本農林規格に定 試料に係る日本農林規格に基づいて検査を行ない、その結果、当該試料が当該日本農林規格に

める合格の標準に適合するときは、その検査荷口のしょうゆを合格に格付する。 定める合格の標準に適合するときは、その検査荷口のしようゆを合格に格付けする。

４ 第２種検査方法への移行 ４ 第２種検査方法への移行

３に定めるところにより検査を行った結果、その検査荷口のしょうゆが連続して５回合格に格付 ３に定めるところにより検査を行なつた結果、その検査荷口のしようゆが連続して５回合格に格

されたときは、その検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合及び検査に係る 付けされたときは、その検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合及び検査に

格付の基準は、５に定めるところによるものとする。 係る格付の基準は、５に定めるところによるものとする。

５ 第２種検査方法 ５ 第２種検査方法

抽出の割合 抽出の割合

４の規定により抽出の割合及び検査に係る格付の基準が５に定めるところによることとなった ４の規定により抽出の割合及び検査に係る格付の基準が５に定めるところによることとなつた

しょうゆで品種が同一であり、30日間に製造されたものの製造荷口を検査荷口とし、その検査荷 しようゆで品種が同一であり、30日間に製造されたものの製造荷口を検査荷口とし、その検査荷

口から無作為に１個を抽出し、その１個から200mlを採取して試料とする。 口から無作為に１個を抽出し、その１個から200ミリリツトルを採取して試料とする。

（略） 検査に係る格付の基準

３の に同じ。

６ 第１種検査方法への移行 ６ 第１種検査方法への移行

５に定めるところにより検査を行った結果、合格に格付されない検査荷口があったときは、その ５に定めるところにより検査を行なつた結果、合格に格付けされない検査荷口があつたときはそ

検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、３に の検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、３

定めるところによるものとする。 に定めるところによるものとする。



マカロニについての検査方法の一部を改正する件 新旧対照表

○マカロニについての検査方法（昭和40年10月19日農告第1247号）

（下線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

１ 検査は、抽出して行う。 １ 検査は、抽出して行なう。

２ （略） ２ 抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、３から６までに定めるところによる。

３ 第１種検査方法 ３ 第１種検査方法

抽出の割合 抽出の割合

原料及び製造条件が同一と認められるマカロニ、スパゲッティ、ヌードル又はバーミセリー 原料及び製造条件が同一と認められるマカロニ、スパゲッティ、ヌードル又はバーミセリー

（以下「マカロニ等」という。）の１日分の製造荷口を検査荷口とし、その検査荷口から無作為 （以下「マカロニ等」という。）の１日分の製造荷口を検査荷口とし、その検査荷口から無作為

に１個の外箱又は外袋を抽出し、その外箱又は外袋から１箱又は１袋（内容量が50ｇ未満のもの に１個の外箱又は外袋を抽出し、その外箱又は外袋から１箱又は１袋（内容量が50グラム未満の

にあっては、50ｇ以上となる数の箱又は袋）を抽出し、その箱又は袋から50ｇを採取して試料と ものにあつては、50グラム以上となる数の箱又は袋）を抽出し、その箱又は袋から50グラムを採

する。 取して試料とする。

検査に係る格付の基準 検査に係る格付の基準

試料につき、マカロニ類の日本農林規格に基づいて検査を行い、その結果、当該試料の全てが 試料につき、マカロニ類の日本農林規格に基づいて検査を行い、その結果、当該試料のすべて

当該日本農林規格に定める合格の標準に適合するときは、その検査荷口のマカロニ等を合格に格 が当該日本農林規格に定める合格の標準に適合するときは、その検査荷口のマカロニ等を合格に

付する。 格付する。

４ 第２種検査方法への移行 ４ 第２種検査方法への移行

３に定めるところにより検査を行った結果、その検査荷口のマカロニ等が連続して５回合格に格 ３に定めるところにより検査を行なつた結果、その検査荷口のマカロニ等が連続して５回合格に

付されたときは、その検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合及び検査に係 格付けされたときは、その検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合及び検査

る格付の基準は、５に定めるところによるものとする。 に係る格付の基準は、５に定めるところによるものとする。

５ 第２種検査方法 ５ 第２種検査方法

抽出の割合 抽出の割合

４の規定により抽出の割合及び検査に係る格付の基準が５に定めるところによることとなった ４の規定により抽出の割合及び検査に係る格付の基準が５に定めるところによることとなつた

マカロニ等で、原料及び製造条件が同一と認められるものの15日間に製造された製造荷口を検査 マカロニ等で、原料及び製造条件が同一と認められるものの15日間に製造された製造荷口を検査

荷口とし、その検査荷口から無作為に１個の外箱又は外袋を抽出し、その外箱又は外袋から１箱 荷口とし、その検査荷口から無作為に１個の外箱又は外袋を抽出し、その外箱又は外袋から１箱

又は１袋（内容重量が50ｇ未満のものにあっては、50ｇ以上となる数の箱又は袋）を抽出し、そ 又は１袋（内容重量が50グラム未満のものにあつては、50グラム以上となる数の箱又は袋）を抽

の箱又は袋から50ｇを採取して試料とする。 出し、その箱又は袋から50グラムを採取して試料とする。

（略） 検査に係る格付の基準

３の に同じ。

６ 第１種検査方法への移行 ６ 第１種検査方法への移行

５に定めるところにより検査を行った結果、合格に格付されない検査荷口があったときは、その ５に定めるところにより検査を行なつた結果、合格に格付けされない検査荷口があつたときは、

検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、３に その検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、

定めるところによるものとする。 ３に定めるところによるものとする。



食用植物油脂についての検査方法の一部を改正する件 新旧対照表

○食用植物油脂についての検査方法（昭和44年４月23日農告第561号）

（下線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

１ 検査は、抽出して行う。 １ 検査は、抽出して行なう。

２ （略） ２ 抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、３から６までに定めるところによる。

３ 第１種検査方法 ３ 第１種検査方法

抽出の割合 抽出の割合

原料及び製造条件が同一と認められるものの１日分の製造荷口を検査荷口とし、その検査荷口 原料及び製造条件が同一と認められるものの１日分の製造荷口を検査荷口とし、その検査荷口

から無作為に１梱を抽出し、その梱から500ｇの試料を採取する。ただし、タンク車又はタンク から無作為に１梱を抽出し、その梱から500gの試料を採取する。ただし、タンク車又はタンク船

船にあっては、タンクごとに、500ｇの試料を採取する。 にあつては、タンクごとに、500gの試料を採取する。

検査に係る格付の基準 検査に係る格付の基準

試料につき、食用植物油脂の日本農林規格に基づいて検査を行い、その結果、当該試料の全て 試料につき、食用植物油脂の日本農林規格に基づいて検査を行い、その結果、当該試料のすべ

が当該日本農林規格に定める合格の標準に適合するときは、その検査荷口の食用植物油脂を合格 てが日本農林規格に定める合格の標準に適合するときは、その検査荷口の食用植物油脂を合格に

に格付する。 格付する。

４ 第２種検査方法への移行 ４ 第２種検査方法への移行

３に定めるところにより検査を行った結果、その検査荷口の食用植物油脂が連続して５回合格に ３に定めるところにより検査を行なつた結果、その検査荷口の食用植物油脂が連続して５回合格

格付されたときは、その検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合及び検査に に格付けされたときは、その検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合及び検

係る格付の基準は、５に定めるところによるものとする。 査に係る格付の基準は、５に定めるところによるものとする。

５ 第２種検査方法 ５ 第２種検査方法

抽出の割合 抽出の割合

４の規定により抽出の割合及び検査に係る格付の基準が５に定めるところによることとなった ４の規定により抽出の割合及び検査に係る格付の基準が５に定めるところによることとなつた

食用植物油脂であって、原料及び製造条件が同一と認められるものの15日間に製造された製造荷 食用植物油脂であつて、原料及び製造条件が同一と認められるものの１５日間に製造された製造

口を検査荷口とし、その検査荷口から無作為に500ｇの試料を採取する。 荷口を検査荷口とし、その検査荷口から無作為に500gの試料を採取する。

（略） 検査に係る格付の基準

３の に同じ。

６ 第１種検査方法への移行 ６ 第１種検査方法への移行

５に定めるところにより検査を行った結果、合格に格付されない検査荷口があったときは、その ５に定めるところにより検査を行なつた結果、合格に格付けされない検査荷口があつたとき

検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、３に は、その検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格付の基

定めるところによるものとする。 準は、３に定めるところによるものとする。



ウスターソース類についての検査方法の一部を改正する件 新旧対照表

○ウスターソース類についての検査方法（昭和49年８月１日農告第726号）

（下線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

１ 検査は、抽出して行う。 １ 検査は、抽出して行なう。

２ （略） ２ 抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、３から６までに定めるところによる。

３ 第１種検査方法 ３ 第１種検査方法

抽出の割合 抽出の割合

原料及び製造条件が同一と認められるウスターソース類の１日分の製造荷口を検査荷口とし、 原料及び製造条件が同一と認められるウスターソース類の１日分の製造荷口を検査荷口とし、

その検査荷口から無作為に１個のかん又は箱を抽出し、18Ｌかん入りの場合にあってはその抽出 その検査荷口から無作為に１個のかん又は箱を抽出し、18Lかん入りの場合にあつてはその抽出

したかんから200mlのウスターソース類を採取して試料とし、18Ｌかん以外の容器入りの場合に したかんから200mlのウスターソース類を採取して試料とし、18Lかん以外の容器入りの場合にあ

あってはその抽出した箱から１個(200ml未満の容量の容器入りのものにあっては、当該内容量が つてはその抽出した箱から１個(200ml未満の容量の容器入りのものにあつては、当該内容量が20

200ml以上となる最少の個数)の容器のウスターソース類を採取して試料とする。 0ml以上となる最少の個数)の容器のウスターソース類を採取して試料とする。

検査に係る格付の基準 検査に係る格付の基準

試料の単位体ごとに当該試料に係る日本農林規格に基づいて検査を行い、その結果、当該試料 試料の単位体ごとに当該試料に係る日本農林規格に基づいて検査を行い、その結果、当該試料

の単位体の全てが格付しようとする当該日本農林規格に定める等級の基準に適合するときは、そ の単位体のすべてが格付しようとする当該日本農林規格に定める等級の基準に適合するときは、

の検査荷口のウスターソース類をその等級に格付する。 その検査荷口のウスターソース類をその等級に格付する。

４ 第２種検査方法への移行 ４ 第２種検査方法への移行

３に定めるところにより検査を行った結果、その検査荷口のウスターソース類が連続して10回合 ３に定めるところにより検査を行つた結果、その検査荷口のウスターソース類が連続して10回格

格に格付されたときは、その検査荷口に係る工場の製品であって、その検査荷口の製品と品種が同 付けしようとする当該日本農林規格に定める等級に格付けされたときは、その検査荷口に係る工場

一であり、かつ、同一等級に格付しようとするものについては、それ以後の抽出の割合及び検査に の製品であつて、その検査荷口の製品と品種が同一であり、かつ、同一等級に格付けしようとする

係る格付の基準は、５に定めるところによるものとする。 ものについては、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、５に定めるところによるも

のとする。

５ 第２種検査方法 ５ 第２種検査方法

抽出の割合 抽出の割合

４の規定により抽出の割合及び検査に係る格付の基準が５に定めるところによることとなった ４の規定により抽出の割合及び検査に係る格付の基準が５に定めるところによることとなつた

ウスターソース類でその原料及び製造条件が同一と認められるものの10日分の製造荷口を検査荷 ウスターソース類でその原料及び製造条件が同一と認められるものの10日分の製造荷口を検査荷

口とし、その検査荷口から無作為に２個のかん又は箱を抽出し、18Ｌかん入りの場合にあっては 口とし、その検査荷口から無作為に２個のかん又は箱を抽出し、18Lかん入りの場合にあつては

その抽出したそれぞれのかんから200mlのウスターソース類を採取して試料とし、18Ｌかん以外 その抽出したそれぞれのかんから200mlのウスターソース類を採取して試料とし、18Lかん以外の

の容器入りの場合にあってはその抽出したそれぞれの箱から１個（200ml未満の容量の容器入り 容器入りの場合にあつてはその抽出したそれぞれの箱から１個（200ml未満の容量の容器入りの

のものにあっては、当該内容量が200ml以上となる最少の個数）の容器のウスターソース類を採 ものにあつては、当該内容量が200ml以上となる最少の個数）の容器のウスターソース類を採取

取して試料とする。 して試料とする。

（略） 検査に係る格付の基準

３の に同じ。

６ 第１種検査方法への移行 ６ 第１種検査方法への移行

５に定めるところにより検査を行った結果、格付しようとする当該日本農林規格に定める等級の ５に定めるところにより検査を行つた結果、格付けしようとする当該日本農林規格に定める等級

基準に適合しないものを不良品とし、不良品があったときは、その検査荷口に係る工場の製品であ の基準に適合しないものを不良品とし、不良品があつたときは、その検査荷口に係る工場の製品で



って、その検査荷口の製品と品種が同一であり、かつ、同一等級に格付しようとするものについて あつて、その検査荷口の製品と品種が同一であり、かつ、同一等級に格付けしようとするものにつ

は、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、３に定めるところによるものとする。 いては、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、３に定めるところによるものとす

る。



炭酸飲料についての検査方法の一部を改正する件 新旧対照表

○炭酸飲料についての検査方法（昭和49年８月７日農林省告示第759号）

（下線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

１ 検査は、抽出して行う。 １ 検査は、抽出して行う。

２ （略） ２ 抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、３から６までに定めるところによる。

３ 第１種検査方法 ３ 第１種検査方法

（略） 抽出の割合

原料及び製造条件が同一と認められる炭酸飲料の１日分の製造荷口を検査荷口とし、その検査

荷口から無作為に２箱を抽出し、その抽出した箱からそれぞれ１個の容器の炭酸飲料を抽出して

試料とする。

検査に係る格付の基準 検査に係る格付の基準

試料の単位体ごとに当該試料に係る日本農林規格に基づいて検査を行い、その結果、当該試料 試料の単位体ごとに当該試料に係る日本農林規格に基づいて検査を行い、その結果、当該試料

の単位体の全てが当該日本農林規格に定める合格の基準に適合するときは、その検査荷口の炭酸 の単位体のすべてが当該日本農林規格に定める合格の基準に適合するときは、その検査荷口の炭

飲料を合格に格付する。 酸飲料を合格に格付する。

４ 第２種検査方法への移行 ４ 第２種検査方法への移行

３に定めるところにより検査を行った結果、その検査荷口の炭酸飲料が連続して５回合格に格付 ３に定めるところにより検査を行つた結果、その検査荷口の炭酸飲料が連続して５回日本農林規

されたときは、その検査荷口に係る工場の製品であって、品種が同一であるものについては、それ 格合格に格付けされたときは、その検査荷口に係る工場の製品であつて、品種が同一であるものに

以後の抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、５に定めるところによる。 ついては、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、５に定めるところによる。

５ 第２種検査方法 ５ 第２種検査方法

抽出の割合 抽出の割合

４の規定により抽出の割合及び検査に係る格付の基準が５に定めるところによることとなった ４の規定により抽出の割合及び検査に係る格付の基準が５に定めるところによることとなつた

炭酸飲料で、その原料及び製造条件が同一と認められるものの30日分の製造荷口を検査荷口と 炭酸飲料で、その原料及び製造条件が同一と認められるものの30日分の製造荷口を検査荷口と

し、その検査荷口から無作為に２箱を抽出し、その抽出した箱からそれぞれ１個の容器の炭酸飲 し、その検査荷口から無作為に２箱を抽出し、その抽出した箱からそれぞれ１個の容器の炭酸飲

料を抽出して試料とする。 料を抽出して試料とする。

（略） 検査に係る格付の基準

３の に同じ。

６ 第１種検査方法への移行 ６ 第１種検査方法への移行

５に定めるところにより検査を行った結果、日本農林規格合格に格付されない検査荷口があった ５に定めるところにより検査を行つた結果、日本農林規格合格に格付けされない検査荷口があつ

ときは、その検査荷口に係る工場の製品であって、品種が同一であるものについては、それ以後の たときは、その検査荷口に係る工場の製品であつて、品種が同一であるものについては、それ以後

抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、３に定めるところによる。 の抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、３に定めるところによる。



風味調味料についての検査方法の一部を改正する件 新旧対照表

○風味調味料についての検査方法（昭和50年６月４日農林省告示第606号）

（下線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

１・２（略） １ 検査は、抽出して行う。

２ 抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、３から６までに定めるところによる。

３ 第１種検査方法 ３ 第１種検査方法

抽出の割合 抽出の割合

原料及び製造条件が同一と認められる風味調味料の１日分の製造荷口を検査荷口とし、その検 原料及び製造条件が同一と認められる風味調味料の１日分の製造荷口を検査荷口とし、その検

査荷口から無作為に２個の箱を抽出し、その抽出した箱からそれぞれ100ｇ以上となる最少の個 査荷口から無作為に２個の箱を抽出し、その抽出した箱からそれぞれ100g以上となる最少の個数

数の容器の風味調味料を採取して試料とする。 の容器の風味調味料を採取して試料とする。

検査に係る格付の基準 検査に係る格付の基準

試料の単位体ごとに当該試料に係る日本農林規格に基づいて検査を行い、その結果、当該試料 試料の単位体ごとに当該試料に係る日本農林規格に基づいて検査を行い、その結果、当該試料

の単位体の全てが当該日本農林規格に定める基準に適合するときは、その検査荷口の風味調味料 の単位体のすべてが当該日本農林規格に定める基準に適合するときは、その検査荷口の風味調味

を合格に格付する。 料を当該日本農林規格合格に格付する。

４ 第２種検査方法への移行 ４ 第２種検査方法への移行

３に定めるところにより検査を行った結果、その検査荷口の風味調味料が連続して５回合格に格 ３に定めるところにより検査を行つた結果、その検査荷口の風味調味料が連続して５回格付けし

付されたときは、その検査荷口に係る工場の製品であって、その検査荷口の製品と品種が同一であ ようとする当該日本農林規格合格に格付けされたときは、その検査荷口に係る工場の製品であつ

るものについては、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、５に定めるところによる て、その検査荷口の製品と品種が同一であるものについては、それ以後の抽出の割合及び検査に係

ものとする。 る格付の基準は、５に定めるところによるものとする。

５ 第２種検査方法 ５ 第２種検査方法

抽出の割合 抽出の割合

４の規定により抽出の割合及び検査に係る格付の基準が５に定めるところによることとなった ４の規定により抽出の割合及び検査に係る格付の基準が５に定めるところによることとなつた

風味調味料でその原料及び製造条件が同一と認められるものの15日分の製造荷口を検査荷口と 風味調味料でその原料及び製造条件が同一と認められるものの15日分の製造荷口を検査荷口と

し、その検査荷口から無作為に２個の箱を抽出し、その抽出したそれぞれの箱から100ｇ以上と し、その検査荷口から無作為に２個の箱を抽出し、その抽出したそれぞれの箱から100ｇ以上と

なる最少の個数の容器の風味調味料を採取して試料とする。 なる最少の個数の容器の風味調味料を採取して試料とする。

（略） 検査に係る格付の基準

３の に同じ。

６ 第１種検査方法への移行 ６ 第１種検査方法への移行

５に定めるところにより検査を行った結果、格付しようとする当該日本農林規格に定める基準に ５に定めるところにより検査を行つた結果、格付けしようとする当該日本農林規格に定める基準

適合しないものを不良品とし、不良品があったときは、その検査荷口に係る工場の製品であって、 に適合しないものを不良品とし、不良品があつたときは、その検査荷口に係る工場の製品であつ

その検査荷口の製品と品種が同一であるものについては、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格 て、その検査荷口の製品と品種が同一であるものについては、それ以後の抽出の割合及び検査に係

付の基準は、３に定めるところによるものとする。 る格付の基準は、３に定めるところによるものとする。



乾燥スープについての検査方法の一部を改正する件 新旧対照表

○乾燥スープについての検査方法（昭和50年10月6日農告第957号）

（下線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

１ 検査は、抽出して行う。 １ 検査は、抽出して行なう。

２ （略） ２ 抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、３から６までに定めるところによる。

３ 第１種検査方法 ３ 第１種検査方法

抽出の割合 抽出の割合

原料及び製造条件が同一と認められる乾燥スープの１日分の製造荷口を検査荷口とし、その検 原料及び製造条件が同一と認められる乾燥スープの１日分の製造荷口を検査荷口とし、その検

査荷口から無作為に２個の箱を抽出し、その抽出した箱からそれぞれ200ｇ以上となる最少の個 査荷口から無作為に２個の箱を抽出し、その抽出した箱からそれぞれ200g以上となる最少の個数

数の容器の乾燥スープを採取して試料とする。 の容器の乾燥スープを採取して試料とする。

検査に係る格付の基準 検査に係る格付の基準

試料の単位体ごとに当該試料に係る日本農林規格に基づいて検査を行い、その結果、当該試料 試料の単位体ごとに当該試料に係る日本農林規格に基づいて検査を行い、その結果、当該試料

の単位体の全てが当該日本農林規格に定める基準に適合するときは、その検査荷口の乾燥スープ の単位体のすべてが当該日本農林規格に定める基準に適合するときは、その検査荷口の乾燥スー

を合格に格付する。 プを当該日本農林規格合格に格付する。

４ 第２種検査方法への移行 ４ 第２種検査方法への移行

３に定めるところにより検査を行った結果、その検査荷口の乾燥スープが連続して５回合格に格 ３に定めるところにより検査を行つた結果、その検査荷口の乾燥スープが連続して５回当該日本

付されたときは、その検査荷口に係る工場の製品であって、その検査荷口の製品と品種が同一であ 農林規格合格に格付けされたときは、その検査荷口に係る工場の製品であつて、その検査荷口の製

るものについては、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、５に定めるところによる 品と品種が同一であるものについては、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、５に

ものとする。 定めるところによるものとする。

５ 第２種検査方法 ５ 第２種検査方法

抽出の割合 抽出の割合

４の規定により抽出の割合及び検査に係る格付の基準が５に定めるところによることとなった ４の規定により抽出の割合及び検査に係る格付の基準が５に定めるところによることとなつた

乾燥スープでその原料及び製造条件が同一と認められるものの30日間に製造されたものの製造荷 乾燥スープでその原料及び製造条件が同一と認められるものの30日間に製造されたものの製造荷

口を検査荷口とし、その検査荷口から無作為に２個の箱を抽出し、その抽出した箱からそれぞれ 口を検査荷口とし、その検査荷口から無作為に２個の箱を抽出し、その抽出した箱からそれぞれ

200ｇ以上となる最少の個数の容器の乾燥スープを採取して試料とする。 200ｇ以上となる最少の個数の容器の乾燥スープを採取して試料とする。

（略） 検査に係る格付の基準

６ 第１種検査方法への移行 ６ 第１種検査方法への移行

５に定めるところにより検査を行った結果、格付しようとする当該日本農林規格に定める基準に ５に定めるところにより検査を行つた結果、格付けしようとする当該日本農林規格に定める基準

適合しないものを不良品とし、不良品があったときは、その検査荷口に係る工場の製品であって、 に適合しないものを不良品とし、不良品があつたときは、その検査荷口に係る工場の製品であつ

その検査荷口の製品と品種が同一であるものについては、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格 て、その検査荷口の製品と品種が同一であるものについては、それ以後の抽出の割合及び検査に係

付の基準は、３に定めるところによるものとする。 る格付の基準は、３に定めるところによるものとする。



ドレッシングについての検査方法の一部を改正する件 新旧対照表

○ドレッシングについての検査方法（昭和50年12月24日農告示第1217号）

（下線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

１ 検査は、抽出して行う。 １ 検査は、抽出して行なう。

２ （略） ２ 抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、３から６までに定めるところによる。

３ 第１種検査方法 ３ 第１種検査方法

抽出の割合 抽出の割合

原料及び製造条件が同一と認められるドレッシングの１日分の製造荷口を検査荷口とし、その 原料及び製造条件が同一と認められるドレッシングの１日分の製造荷口を検査荷口とし、その

検査荷口から無作為に１個の容器又は箱を抽出し、表示重量又は表示量（以下単に「表示重量」 検査荷口から無作為に１個の容器又は箱を抽出し、表示重量又は表示量（以下単に「表示重量」

という。）が８kg又は８ｌ（以下単に「８kg」という。）以上の容器入りの場合にあっては、そ という。）が８kg又は８ｌ（以下単に「８kg」という。）以上の容器入りの場合にあつては、そ

の抽出した容器から200ｇ又は200ml（以下単に「200ｇ」という。）のドレッシングを採取して の抽出した容器から200ｇ又は200ml（以下単に「200ｇ」という。）のドレッシングを採取して

試料とし、表示重量が８kg未満の容器入りの場合にあっては、その抽出した箱から１箱（200ｇ 試料とし、表示重量が８kg未満の容器入りの場合にあつては、その抽出した箱から１箱（200ｇ

未満の表示重量の容器入りのものにあっては、当該表示重量が200ｇ以上となる最少の個数）の 未満の表示重量の容器入りのものにあつては、当該表示重量が200ｇ以上となる最少の個数）の

容器のドレッシングを採取して試料とする。 容器のドレッシングを採取して試料とする。

検査に係る格付の基準 検査に係る格付の基準

試料の単位体ごとに当該試料に係る日本農林規格に基づいて検査を行い、その結果、当該試料 試料の単位体ごとに当該試料に係る日本農林規格に基づいて検査を行い、その結果、当該試料

の単位体の全てが当該日本農林規格に定める基準に適合するときは、その検査荷口のドレッシン の単位体のすべてが当該日本農林規格に定める基準に適合するときは、その検査荷口のドレッシ

グを合格に格付する。 ングを当該日本農林規格合格に格付する。

４ 第２種検査方法への移行 ４ 第２種検査方法への移行

３に定めるところにより検査を行った結果、その検査荷口のドレッシングが連続して５回合格に ３に定めるところにより検査を行つた結果、その検査荷口のドレッシングが連続５回当該日本農

格付されたときは、その検査荷口に係る工場の製品であって、その検査荷口の製品と品種が同一で 林規格合格に格付けされたときは、その検査荷口に係る工場の製品であつて、その検査荷口の製品

あるものについては、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、５に定めるところによ と品種が同一であるものについては、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、５に定

るものとする。 めるところによるものとする。

５ 第２種検査方法 ５ 第２種検査方法

抽出の割合 抽出の割合

４の規定により抽出の割合及び検査に係る格付の基準が５に定めるところによることとなった ４の規定により抽出の割合及び検査に係る格付の基準が５に定めるところによることとなつた

ドレッシングでその原料及び製造条件が同一と認められるものの15日分の製造荷口を検査荷口と ドレッシングでその原料及び製造条件が同一と認められるものの15日分の製造荷口を検査荷口と

し、その検査荷口から無作為に２個の容器又は箱を抽出し、表示重量が８kg以上の容器入りの場 し、その検査荷口から無作為に２個の容器又は箱を抽出し、表示重量が８kg以上の容器入りの場

合にあっては、その抽出した容器からそれぞれ200ｇのドレッシングを採取して試料とし、表示 合にあつては、その抽出した容器からそれぞれ200ｇのドレッシングを採取して試料とし、表示

重量が８kg未満の容器入りの場合にあっては、その抽出したそれぞれの箱から１個（200ｇ未満 重量が８kg未満の容器入りの場合にあつては、その抽出したそれぞれの箱から１個（200ｇ未満

の表示重量の容器入りのものにあっては、当該表示重量が200ｇ以上となる最少の個数）の容器 の表示重量の容器入りのものにあつては、当該表示重量が200ｇ以上となる最少の個数）の容器

のドレッシングを採取して試料とする。 のドレッシングを採取して試料とする。

（略） 検査に係る格付の基準

３の に同じ。

６ 第１種検査方法への移行 ６ 第１種検査方法への移行

５に定めるところにより検査を行った結果、当該日本農林規格に定める基準に適合しないものを ５に定めるところにより検査を行つた結果、当該日本農林規格に定める基準に適合しないものを



不良品とし、不良品があったときは、その検査荷口に係る工場の製品であって、その検査荷口の製 不良品とし、不良品があつたときは、その検査荷口に係る工場の製品であつて、その検査荷口の製

品と品種が同一のものについては、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、３に定め 品と品種が同一のものについては、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、３に定め

るところによるものとする。 るところによるものとする。



飲食料品及び油脂についての検査方法の一部を改正する件 新旧対照表

○飲食料品及び油脂についての検査方法（昭和51年11月19日農林省告示第1074号）

（下線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

（適用の範囲） （適用の範囲）

第１条 （略） 第１条 この検査方法は、別表１に掲げる飲食料品及び油脂の検査に適用する。

（定義） （定義）

第２条 （略） 第２条 この検査方法において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げる

とおりとする。

用 語 定 義 用 語 定 義

検 査 荷 口 原料及び製造条件がほぼ同一と認められる検査単位の集まりであって、検査の対 検 査 荷 口 原料及び製造条件がほぼ同一と認められる検査単位の集まりであつて、検査の対象

象となるものをいう。 となるものをいう。

試 料 （略） 試 料 検査荷口から抽出される検査単位の１以上の集まりをいう。

検 査 単 位 検査のために選ばれる単位体又は単位量をいう（一容器又は一包装の内容量が別 検 査 単 位 検査のために選ばれる単位体又は単位量をいう（一容器又は一包装の内容量が別表

表２に定める重量若しくは体積を超え、又は当該重量若しくは体積に満たないも ２に定める重量若しくは体積を超え、又は当該重量若しくは体積に満たないものに

のにあっては、検査単位の量が別表２に定める重量又は体積となるように選ぶも あつては、検査単位の量が別表２に定める重量又は体積となるように選ぶものとす

のとする。）。 る。）。

不 良 品 当該試料に係る日本農林規格に定める基準（当該日本農林規格に等級の区分があ 不 良 品 当該試料に係る日本農林規格に定める基準（当該日本農林規格に等級の区分がある

る場合は、格付しようとする当該日本農林規格に定める等級の基準。以下同 場合は、格付けしようとする当該日本農林規格に定める等級の基準。以下同じ。）

じ。）に適合しない検査単位（当該日本農林規格に定める基準から著しくかけは に適合しない検査単位（当該日本農林規格に定める基準から著しくかけはなれてい

なれているため格付の対象とすることが適当でないと認められる検査単位を除 るため格付けの対象とすることが適当でないと認められる検査単位を除く。）をい

く。）をいう。 う。

合 格 検査荷口の判定において、検査単位ごとに当該試料に係る日本農林規格に基づい 合 格 検査荷口の判定において、検査単位ごとに当該試料に係る日本農林規格に基づいて

て検査を行った結果、不良品の個数が合格判定個数以下であることをいう。 検査を行つた結果、不良品の個数が合格判定個数以下であることをいう。

不 合 格 検査荷口の判定において、検査単位ごとに当該試料に係る日本農林規格に基づい 不 合 格 検査荷口の判定において、検査単位ごとに当該試料に係る日本農林規格に基づいて

て検査を行った結果、不良品の個数が合格判定個数を超えることをいう。 検査を行つた結果、不良品の個数が合格判定個数を超えることをいう。

並 み 検 査 （略） 並 み 検 査 検査荷口の不良率が平均してＡＱＬ（合格品質水準）と同一水準にあると認められ

るときに適用するように設計された検査方式をいう。



きつい検査 （略） きつい検査 検査荷口の不良率が平均してＡＱＬよりも悪いと認められるときに適用するように

設計された検査方式をいう。

緩 い 検 査 （略） 緩 い 検 査 検査荷口の不良率が平均してＡＱＬよりも良いと認められるときに適用するように

設計された検査方式をいう。

ＡＱＬ（合格 95％の確率で検査荷口が合格となる場合の最大の不良率をいうものとし、この検 ＡＱＬ（合格 ９５％の確率で検査荷口が合格となる場合の最大の不良率をいうものとし、この検

品質水準） 査方法においては6.5又はこれに近い値とする。 品質水準） 査方法においては６．５又はこれに近い値とする。

（第１方式検査方法） （第１方式検査方法）

第３条 飲食料品又は油脂について日本農林規格による格付を行う場合の抽出の割合及び検査に係 第３条 飲食料品又は油脂について日本農林規格による格付を行う場合の抽出の割合及び検査に係る

る格付の基準は、次の一から四まで及び次条に定めるところによる。 格付の基準は、次の一から四まで及び次条に定めるところによる。

一 （略） 一 検査は並み検査から始めるものとする。

二 並み検査 二 並み検査

イ （略） イ 抽出の割合及び検査に係る格付の基準

別表３に定めるところによる。ただし、検査荷口は１日分の製造荷口とする。

ロ 並み検査からきつい検査への移行 ロ 並み検査からきつい検査への移行

並み検査により検査を行った結果、不合格となり、かつ、この検査からさかのぼった連続 並み検査により検査を行つた結果、不合格となり、かつ、この検査からさかのぼつた連続５

５回の検査における不良品の総個数が別表４の右欄に掲げる限界個数以上となったときは、 回の検査における不良品の総個数が別表４の右欄に掲げる限界個数以上となつたときは、その

その検査荷口の製品と品種（等級を含む。）が同一であるもの（以下「同一品種」とい 検査荷口の製品と品種（等級を含む。）が同一であるもの（以下「同一品種」という。）につ

う。）について、それ以後の検査はきつい検査によるものとする。 いて、それ以後の検査はきつい検査によるものとする。

ハ 並み検査から緩い検査への移行 ハ 並み検査から緩い検査への移行

並み検査により検査を行った結果、別表５に定める条件が全て満たされたときは、同一品 並み検査により検査を行つた結果、別表５に定める条件がすべて満たされたときは、同一品

種について、それ以後の検査は緩い検査によるものとする。 種について、それ以後の検査は緩い検査によるものとする。

三 きつい検査 三 きつい検査

イ （略） イ 抽出の割合及び検査に係る格付の基準

別表６に定めるところによる。ただし、検査荷口は１日分の製造荷口とする。

ロ きつい検査から並み検査への移行 ロ きつい検査から並み検査への移行

きつい検査により検査を行った結果、連続して５回合格したときは、同一品質について、 きつい検査により検査を行つた結果、連続して５回合格したときは、同一品質について、そ

それ以後の検査は並み検査によるものとする。 れ以後の検査は並み検査によるものとする。

ハ 検査の中止 ハ 検査の中止

きつい検査により検査を行った結果、累計で５回不合格となったときは、同一品種につい きつい検査により検査を行つた結果、累計で５回不合格となつたときは、同一品種につい

て、それ以後の検査を中止するものとする。検査を再開する場合は、きつい検査から行うも て、それ以後の検査を中止するものとする。検査を再開する場合は、きつい検査から行うもの

のとする。 とする。

四 緩い検査 四 緩い検査

イ （略） イ 抽出の割合及び検査に係る格付の基準

別表７に定めるところによる。ただし、検査荷口は別表８に定める期間を限度とする期間内

において製造された荷口とする。

ロ 緩い検査から並み検査への移行 ロ 緩い検査から並み検査への移行



緩い検査により検査を行った結果、不合格となったときは、同一品種について、それ以後 緩い検査により検査を行つた結果、不合格となつたときは、同一品種について、それ以後の

の検査は並み検査によるものとする。 検査は並み検査によるものとする。

（第２方式検査方法） （第２方式検査方法）

第４条 認証製造業者の工場（以下「認証工場」という。）の製品で、当該品目についての製造業 第４条 認定製造業者の工場（以下「認定工場」という。）の製品で、当該品目についての製造業者

者の認証の技術的基準に規定する大量製造ラインによるものの検査については、次に定めるとこ の認定の技術的基準に規定する大量製造ラインによるものの検査については、次に定めるところに

ろによることができる。 よることができる。

一 １日分の製造荷口を検査荷口とし、別表３に定める抽出の割合及び検査に係る格付の基準に 一 １日分の製造荷口を検査荷口とし、別表３に定める抽出の割合及び検査に係る格付の基準によ

より検査を行った結果、別表９に定める条件が全て満たされたときは、同一品種について、そ り検査を行つた結果、別表９に定める条件がすべて満たされたときは、同一品種について、それ

れ以後の検査は二に定めるところによるものとする。 以後の検査は二に定めるところによるものとする。

二 ３月間に製造された荷口を限度として検査荷口とし、その検査荷口から抽出した２個の試料 二 ３月間に製造された荷口を限度として検査荷口とし、その検査荷口から抽出した２個の試料に

について検査を行った結果、不良品がないときはその検査荷口は合格とみなすものとする。 ついて検査を行つた結果、不良品がないときはその検査荷口は合格とみなすものとする。

三 二に定めるところにより検査を行った結果、不良品があったとき、又は認証工場の品質管理 三 二に定めるところにより検査を行つた結果、不良品があつたとき、又は認定工場の品質管理を

を行う部門が行った検査の記録等の調査の結果、検査を続行することが適当でないと認められ 行う部門が行つた検査の記録等の調査の結果、検査を続行することが適当でないと認められると

るときは、同一品種について、それ以後の検査を中止するものとする。調査後検査を第２方式 きは、同一品種について、それ以後の検査を中止するものとする。調査後検査を第２方式で再開

で再開する場合は、一に定めるところにより開始するものとする。 する場合は、一に定めるところにより開始するものとする。

別表１（第１条関係） 別表１（第１条関係）

１～９ （略） １ 異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖

２ 植物性たん白

３ 削りぶし

４ ハンバーガーパティ

５ チルドハンバーグステーキ

６ 醸造酢

７ トマト加工品

８ 食用精製加工油脂

９ 豆乳類

10 マーガリン類 １０ マーガリン類

11 乾めん類 １１ 乾めん類

12 農産物漬物 １２ 農産物漬物

13 チルドミートボール １３ チルドミートボール

14 ジャム類 １４ ジャム類

15 ぶどう糖 １５ ぶどう糖

16 ショートニング １６ ショートニング

17 精製ラード １７ 精製ラード

18 煮干魚類 １８ 煮干魚類

19 にんじんジュース及びにんじんミックスジュース １９ にんじんジュース及びにんじんミックスジュース

20 即席めん ２０ 即席めん

21 食料缶詰及び食料瓶詰 ２１ 食料缶詰及び食料瓶詰



22 パン粉 ２２ パン粉

23 そしゃく配慮食品 ２３ そしゃく配慮食品

別表２（第２条関係） 別表２（第２条関係）

次表の左欄に掲げる飲食料品及び油脂の一容器又は一包装の内容量が同表の中欄に掲げる場合に 次表の左欄に掲げる飲食料品及び油脂の一容器又は一包装の内容量が同表の中欄に掲げる場合にお

お いて検査単位とする内容量は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

いて検査単位とする内容量は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖 １kgを超え又は500ｇ未満のもの 500ｇ 異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖 １ｋｇを超え又は５００ｇ未満のもの ５００ｇ

植物性たん白（ペースト状植物性た １kgを超え又は300ｇ未満のもの 300ｇ 植物性たん白（ペースト状植物性た １ｋｇを超え又は３００ｇ未満のもの ３００ｇ

ん白を除く。） ん白を除く。）

ペースト状植物性たん白 １kgを超え又は800ｇ未満のもの 800ｇ ペースト状植物性たん白 １ｋｇを超え又は８００ｇ未満のもの ８００ｇ

削りぶし 500ｇを超え又は50ｇ未満のもの 50ｇ 削りぶし ５００ｇを超え又は５０ｇ未満のもの ５０ｇ

ハンバーガーパティ ５kgを超えるもの 150ｇ ハンバーガーパティ ５ｋｇを超えるもの １５０ｇ

チルドハンバーグステーキ 80ｇ未満のもの 80ｇ チルドハンバーグステーキ ８０ｇ未満のもの ８０ｇ

醸造酢 500mlを超え又は150ml未満のもの 150ml 醸造酢 ５００ｍｌを超え又は１５０ｍｌ未満のも １５０ｍｌ

の

トマト加工品 500ｇを超え又は190ｇ未満のもの 190ｇ トマト加工品 ５００ｇを超え又は１９０ｇ未満のもの １９０ｇ

食用精製加工油脂 １kgを超え又は900ｇ未満のもの 900ｇ 食用精製加工油脂 １ｋｇを超え又は９００ｇ未満のもの ９００ｇ

豆乳類 500ｇを超え又は180ｇ未満のもの 180ｇ 豆乳類 ５００ｇを超え又は１８０ｇ未満のもの １８０ｇ

マーガリン類 １kgを超え又は900ｇ未満のもの 900ｇ マーガリン類 １ｋｇを超え又は９００ｇ未満のもの ９００ｇ

乾めん類 500ｇを超え又は200ｇ未満のもの 200ｇ 乾めん類 ５００ｇを超え又は２００ｇ未満のもの ２００ｇ

農産物漬物（農産物酢漬け類及び農 １kgを超え又は100ｇ未満のもの 100ｇ 農産物漬物（農産物酢漬け類及び農 １ｋｇを超え又は１００ｇ未満のもの １００ｇ

産物塩漬け類を除く。） 産物塩漬け類を除く。）

農産物酢漬け類及び農産物塩漬け類 １kgを超え又は50ｇ未満のもの 50ｇ 農産物酢漬け類及び農産物塩漬け類 １ｋｇを超え又は５０ｇ未満のもの ５０ｇ

チルドミートボール 80ｇ未満のもの 80ｇ チルドミートボール ８０ｇ未満のもの ８０ｇ



ジャム類 ２kgを超え又は100ｇ未満のもの 100ｇ ジャム類 ２ｋｇを超え又は１００ｇ未満のもの １００ｇ

ぶどう糖 １kgを超え又は300ｇ未満のもの 300ｇ ぶどう糖 １ｋｇを超え又は３００ｇ未満のもの ３００ｇ

ショートニング １kgを超え又は900ｇ未満のもの 900ｇ ショートニング １ｋｇを超え又は９００ｇ未満のもの ９００ｇ

精製ラード １kgを超え又は900ｇ未満のもの 900ｇ 精製ラード １ｋｇを超え又は９００ｇ未満のもの ９００ｇ

煮干魚類 500ｇを超え又は100ｇ未満のもの 100ｇ 煮干魚類 ５００ｇを超え又は１００ｇ未満のもの １００ｇ

にんじんジュース及びにんじんミッ 500ｇを超え又は160ｇ未満のもの 160ｇ にんじんジュース及びにんじんミッ ５００ｇを超え又は１６０ｇ未満のもの １６０ｇ

クスジュース クスジュース

即席めん 190ｇ未満のもの 190ｇ 即席めん １９０ｇ未満のもの １９０ｇ

食料缶詰及び食料瓶詰 50ｇ未満のもの 50ｇ 食料缶詰及び食料瓶詰 ５０ｇ未満のもの ５０ｇ

パン粉 １kgを超え又は150ｇ未満のもの 150ｇ パン粉 １ｋｇを超え又は１５０ｇ未満のもの １５０ｇ

そしゃく配慮食品 50ｇ未満のもの 50ｇ そしゃく配慮食品 ５０ｇ未満のもの ５０ｇ

別表３（第３条関係） 別表３（第３条関係）

並み検査のための抽出の割合及び検査に係る格付の基準 並み検査のための抽出の割合及び検査に係る格付の基準

１ 小型容器（内容量が１kg又は１ｌ未満のものをいう。以下同じ。）の場合 １ 小型容器（内容量が１ｋｇ又は１ｌ未満のものをいう。以下同じ。）の場合

検 査 荷 口 の 大 き さ 抽 出 個 数 合格判定個数 検 査 荷 口 の 大 き さ 抽 出 個 数 合格判定個数

35,000以下（個） (略) (略) ３５，０００以下（個） ４（個） １（個）

35,001-240,000 ３５，００１－２４０，０００ ６ １

240,001以上 ２４０，００１以上 ８ １

２ 大型容器（内容量が１kg又は１ｌ以上であって、30kg又は30ｌ未満のものをいう。以下同 ２ 大型容器（内容量が１ｋｇ又は１ｌ以上であつて、３０ｋｇ又は３０ｌ未満のものをいう。以

じ。）の場合 下同じ。）の場合

検 査 荷 口 の 大 き さ 抽 出 個 数 合格判定個数 検 査 荷 口 の 大 き さ 抽 出 個 数 合格判定個数

1,000以下（個） (略) (略) １，０００以下（個） ２（個） ０（個）

1,001-5,000 １，００１－５，０００ ３ １

5,001以上 ５，００１以上 ５ １



３ 特殊容器（内容量が30kg又は30ｌ以上のものをいう。以下同じ。）の場合 ３ 特殊容器（内容量が３０ｋｇ又は３０ｌ以上のものをいう。以下同じ。）の場合

抽 出 個 数 合 格 判 定 個 数 抽 出 個 数 合 格 判 定 個 数

検査荷口の 検査荷口の

大きさ 内容量が30ｔ又は30kl 内容量が30ｔ又は30 内容量が30ｔ又は 内容量が30ｔ又は3 大きさ 内容量が３０ｔ又は３ 内容量が３０ｔ又は 内容量が３０ｔ又 内容量が３０ｔ又

未満の場合 kl以上の場合 30kl未満の場合 0kl以上の場合 ０ｋｌ未満の場合 ３０ｋｌ以上の場合 は３０ｋｌ未満の は３０ｋｌ以上の

場合 場合

５以下（個） （略） （略） （略） （略） ５以下（個） ２（個） ２（個） ０（個） ０（個）

６-10 ６－１０ ３ ２ １ ０

11以上 １１以上 ４ ３ １ １

（注） （略） （注） 抽出個数は実容個数を超えないこととする。以下同じ。

別表４（第３条関係） 別表４（第３条関係）

並み検査からきつい検査への移行が必要となる不良品の限界個数 並み検査からきつい検査への移行が必要となる不良品の限界個数

累 計 試 料 数 の 大 き さ 不 良 品 の 限 界 個 数 累 計 試 料 数 の 大 き さ 不 良 品 の 限 界 個 数

５（個） （略） ５（個） ３（個）

６-12 ６－１２ ４

13-19 １３－１９ ５

20-24 ２０－２４ ６

25-39 ２５－３９ ７

40-49 ４０－４９ ８

別表５（第３条関係） 別表５（第３条関係）

並み検査から緩い検査へ移行するために満たすべき条件 並み検査から緩い検査へ移行するために満たすべき条件

連続した10回の検査において不良品がないこと。 連続した１０回の検査において不良品がないこと。

別表６（第３条関係） 別表６（第３条関係）

きつい検査のための抽出の割合及び検査に係る格付の基準 きつい検査のための抽出の割合及び検査に係る格付の基準

１ 小型容器の場合 １ 小型容器の場合

検 査 荷 口 の 大 き さ 抽 出 個 数 合格判定個数 検 査 荷 口 の 大 き さ 抽 出 個 数 合格判定個数

35,000以下（個） （略） （略） ３５，０００以下（個） ６（個） １（個）

35,001以上 13 ３５，００１以上 １３ １

２ 大型容器の場合 ２ 大型容器の場合

検 査 荷 口 の 大 き さ 抽 出 個 数 合格判定個数 検 査 荷 口 の 大 き さ 抽 出 個 数 合格判定個数



1,000以下（個） （略） （略） １，０００以下（個） ３（個） ０（個）

1,001-5,000 １，００１－５，０００ ５ １

5,001以上 ５，００１以上 ８ １

３ 特殊容器の場合 ３ 特殊容器の場合

抽 出 個 数 合 格 判 定 個 数 抽 出 個 数 合 格 判 定 個 数

検査荷口の 検査荷口の

大きさ 内容量が30ｔ又は30kl 内容量が30ｔ又は30 内容量が30ｔ又は 内容量が30ｔ又は3 大きさ 内容量が３０ｔ又は３ 内容量が３０ｔ又は 内容量が３０ｔ又 内容量が３０ｔ又

未満の場合 kl以上の場合 30kl未満の場合 0kl以上の場合 ０ｋｌ未満の場合 ３０ｋｌ以上の場合 は３０ｋｌ未満の は３０ｋｌ以上の

場合 場合

５以下（個） （略） （略） （略） （略） ５以下（個） ３（個） ２（個） ０（個） ０（個）

６-10 ６－１０ ４ ３ １ １

11以上 １１以上 ５ ４ １ １

別表７（第３条関係） 別表７（第３条関係）

緩い検査のための抽出の割合及び検査に係る格付の基準 緩い検査のための抽出の割合及び検査に係る格付の基準

１ 小型容器の場合 １ 小型容器の場合

検 査 荷 口 の 大 き さ 抽 出 個 数 合格判定個数 検 査 荷 口 の 大 き さ 抽 出 個 数 合格判定個数

35,000以下（個） （略） （略） ３５，０００以下（個） ２（個） １（個）

35,001以上 ３５，００１以上 ３ １

２ 大型容器の場合 ２ 大型容器の場合

検 査 荷 口 の 大 き さ 抽 出 個 数 合格判定個数 検 査 荷 口 の 大 き さ 抽 出 個 数 合格判定個数

35,000以下（個） （略） （略） ３５，０００以下（個） ２（個） ０（個）

35,001以上 ３５，００１以上 ３ ０

３ 特殊容器の場合 ３ 特殊容器の場合

検 査 荷 口 の 大 き さ 抽 出 個 数 合格判定個数 検 査 荷 口 の 大 き さ 抽 出 個 数 合格判定個数

30以下（個） （略） （略） ３０以下（個） ２（個） ０（個）

31以上 ３１以上 ３ ０



別表８（第３条関係） 別表８（第３条関係）

緩い検査における検査荷口を定める製造の期間 緩い検査における検査荷口を定める製造の期間

１ 15日間 １ １５日間

２ 30日間（異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖並びに即席めんの場合に限る。） ２ ３０日間（異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖並びに即席めんの場合に限る。）

別表９（第４条関係） 別表９（第４条関係）

１ 連続した10回（異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖の場合にあっては15回）の検査において １ 連続した１０回（異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖の場合にあつては１５回）の検査におい

不良品がないこと。 て不良品がないこと。

２ 試料数の累計が100に達するに必要な回数の検査において不良品がないこと（異性化液糖及 ２ 試料数の累計が１００に達するに必要な回数の検査において不良品がないこと（異性化液糖及

び砂糖混合異性化液糖の場合を除く。）。 び砂糖混合異性化液糖の場合を除く。）。
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熟成ハム類、熟成ソーセージ類及び熟成ベーコン類についての検査方法の一部を改正する件 新旧対照表

○熟成ハム類、熟成ソーセージ類及び熟成ベーコン類についての検査方法（平成８年１月22日農林水産省告示第68号）

（下線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

熟成ハム類、熟成ソーセージ類及び熟成ベーコン類についての検査方法 熟成ハム類、熟成ソーセージ類及び熟成ベーコン類についての検査方法

１ 検査は、熟成ハム類、熟成ソーセージ類及び熟成ベーコン類の生産行程についての検査方法（平 １ 検査は、熟成ハム類、熟成ソーセージ類及び熟成ベーコン類の生産行程についての検査方法（平

成８年１月22日農林水産省告示第67号）に定める生産行程についての検査により、生産の方法につ 成８年１月２２日農林水産省告示第６７号）に定める生産行程についての検査により、生産の方法

いての基準に合格したものを対象とする。 についての基準に合格したものを対象とする。

２・３ （略） ２ 検査は、抽出して行う。

３ 抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、４から７までに定めるところによる。

４ 第１種検査方法 ４ 第１種検査方法

抽出の割合 抽出の割合

（略） 原料及び製造条件が同一と認められる同一品種の熟成ハム類、熟成ソーセージ類又は熟成ベー

コン類（以下「熟成ハム類等」という ）の１日分の製造荷口を検査荷口とし、その検査荷口か

ら無作為に次の表の左欄に掲げる検査荷口の大きさの区分に従いそれぞれ同表の右欄に掲げる抽

出個数の熟成ハム類等を試料として抽出する。

抽 出 個 数 抽 出 個 数

検査荷口の大きさ 熟成ハム類又は熟成ベーコン 熟成ソーセージ類 検査荷口の大きさ 熟成ハム類又は熟成ベーコン 熟成ソーセージ類

類 類

（個） （略） （略） （個） （個） （個）

2-1,300 2ー1,300 １ １0

1,301-3,200 1,301ー3,200 １ ２

3,201-8,000 3,201ー8,000 ２ ３

8,001以上 8,001以上 ３ ５

検査に係る格付の基準 検査に係る格付の基準

試料の単位体ごとに当該試料に係る日本農林規格に基づいて検査を行い、その結果、当該試料 試料の単位体ごとに当該試料に係る日本農林規格に基づいて検査を行い、その結果、当該試料

の単位体の全てが当該日本農林規格に定める合格の標準に適合するときは、当該検査荷口の熟成 の単位体のすべてが当該日本農林規格に定める合格の標準に適合するときは、当該検査荷口の熟

ハム類等を合格に格付する。 成ハム類等を合格に格付けする。

５ 第２種検査方法への移行 ５ 第２種検査方法への移行

４に定めるところにより検査を行った結果、その検査荷口の熟成ハム類等が連続して７回合格に ４に定めるところにより検査を行った結果、その検査荷口の熟成ハム類等が連続して７回合格に

格付されたときは、その検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合及び検査に 格付けされたときは、その検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合及び検査

係る格付の基準は、６に定めるところによるものとする。 に係る格付の基準は、６に定めるところによるものとする。

６ 第２種検査方法 ６ 第２種検査方法

抽出の割合 抽出の割合

５の規定により抽出の割合及び検査に係る格付の基準が６に定めるところによることとなった ５の規定により抽出の割合及び検査に係る格付の基準が６に定めるところによることとなった
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熟成ハム類等で同一の品種群（熟成ハム類及び熟成ベーコン類又は熟成ソーセージ類の別をいう 熟成ハム類等で同一の品種群（熟成ハム類及び熟成ベーコン類又は熟成ソーセージ類の別をいう

。）に属し、15日間に製造されたものの製造荷口を検査荷口とし、その検査荷口から無作為に１ 。）に属し、１５日間に製造されたものの製造荷口を検査荷口とし、その検査荷口から無作為に

個の熟成ハム類等を試料として抽出する。 １個の熟成ハム類等を試料として抽出する。

検査に係る格付の基準 検査に係る格付の基準

試料につき当該試料に係る日本農林規格に基づいて検査を行い、その結果、当該試料が当該日 試料につき当該試料に係る日本農林規格に基づいて検査を行い、その結果、当該試料が当該日

本農林規格に定める合格の標準に適合するときは、その検査荷口の熟成ハム類等を合格に格付す 本農林規格に定める合格の標準に適合するときは、その検査荷口の熟成ハム類等を合格に格付け

る。 する。

７ 第１種検査方法への移行 ７ 第１種検査方法への移行

６に定めるところにより検査を行った結果、合格に格付されない検査荷口があったときは、その ６に定めるところにより検査を行った結果、合格に格付けされない検査荷口があったときは、そ

検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格付の基準は４に定 の検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割合及び検査に係る格付の基準は４に

めるところによるものとする。 定めるところによるものとする。
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地鶏肉の生産行程についての検査方法の一部を改正する件 新旧対照表

○地鶏肉の生産行程についての検査方法（平成12年11月９日農林水産省告示第1411号）

（下線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

（適用の範囲） （適用の範囲）

第１条 この検査方法は、日本農林規格等に関する法律（昭和25年法律第175号）第10条第２項の規 第１条 この検査方法は、農林物資の規格化等に関する法律（昭和25年法律第175号）第14条第２項

定による認証を受けた生産行程管理者及び同法第30条第２項の規定による認証を受けた外国生産行 の規定による認定を受けた生産行程管理者及び同法第19条の３第２項の規定による認定を受けた外

程管理者（以下「認証生産行程管理者等」と総称する。）が行う地鶏肉の生産行程についての検査 国生産行程管理者（以下「認定生産行程管理者等」と総称する。）が行う地鶏肉の生産行程につい

に適用する。 ての検査に適用する。

（生産行程についての検査） （生産行程についての検査）

第２条 地鶏肉の生産行程についての検査は、当該認証生産行程管理者等が生産荷口(素びなの品種 第２条 地鶏肉の生産行程についての検査は、当該認定生産行程管理者等が生産荷口(素びなの品種

、飼育の始期及び飼育方法を同じくする鶏肉及び受け入れた地鶏肉をいう。以下同じ。）ごとに、 、飼育の始期及び飼育方法を同じくする鶏肉をいう。以下同じ。）ごとに、次に掲げるところによ

次に掲げるところにより行うものとする。 り行うものとする。

一～三 （略） 一 当該生産荷口の生産行程の管理記録（生産に係る鶏舎又は屋外飼育場（以下「飼育施設」とい

う。）の所在地、飼育施設の面積、素びなの品種（交配様式）及び在来種由来血液百分率、素び

なの受入日、素びなの受入羽数、28日齢以降の飼育密度及び飼育方法、ふ化日からの飼育期間、

食鳥処理日及び食鳥処理羽数についての記録をいう。以下同じ。）の作成

二 当該生産行程の管理記録が当該生産荷口に係るものであることの確認

三 当該生産荷口に係る生産の方法が地鶏肉の日本農林規格（平成11年６月21日農林水産省告示第

844号）第３条に規定する生産の方法についての基準に適合するか否かについての当該生産行程

の管理記録の調査による確認



手延べ干しめんの生産行程についての検査方法の一部を改正する件 新旧対照表

○手延べ干しめんの生産行程についての検査方法（平成16年８月４日農林水産省告示第1470号）

（下線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

（適用の範囲） （適用の範囲）

第１条 この検査方法は、日本農林規格等に関する法律（昭和25年法律第175号）第10条第２項の規 第１条 この検査方法は、農林物資の規格化等に関する法律（昭和２５年法律第１７５号）第１４条

定による認証を受けた生産行程管理者及び同法第30条第２項の規定による認証を受けた外国生産行 第２項の規定による認定を受けた生産行程管理者及び同法第１９条の３第２項の規定による認定を

程管理者（以下「認証生産行程管理者等」という。）が行う手延べ干しめんの生産行程についての 受けた外国生産行程管理者（以下「認定生産行程管理者等」という。）が行う手延べ干しめんの生

検査に適用する。 産行程についての検査に適用する。

（生産行程についての検査） （生産行程についての検査）

第２条 手延べ干しめんの生産行程についての検査は、当該認証生産行程管理者等が生産荷口（原料 第２条 手延べ干しめんの生産行程についての検査は、当該認定生産行程管理者等が生産荷口（原料

及び製造条件が同一と認められる手延べ干しめんをいう。以下同じ。）ごとに、次に掲げるところ 及び製造条件が同一と認められる手延べ干しめんをいう。以下同じ。）ごとに、次に掲げるところ

により行うものとする。 により行うものとする。

一～三 （略） 一 当該生産荷口の生産行程の管理記録（生産に係る事業所の所在地、小麦粉に対する食塩水の配

合割合、手作業の行程及び熟成期間についての記録をいう。以下同じ。）の作成及び保管が適正

であることの確認

二 当該生産行程の管理記録が当該生産荷口に係るものであることの確認

三 当該生産荷口に係る生産の方法が手延べ干しめんの日本農林規格（平成16年6月18日農林水産

省告示第1189号）第３条に規定する生産の方法についての基準に適合するか否かについての当該

生産行程の管理記録の調査による確認
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定温管理流通加工食品の流通行程についての検査方法の一部を改正する件 新旧対照表

○定温管理流通加工食品の流通行程についての検査方法（平成21年４月16日農林水産省告示第520号）

（下線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

一 適用の範囲 一 適用の範囲

この検査方法は、日本農林規格等に関する法律（昭和25年法律第175号）第10条第３項の規定に この検査方法は、農林物資の規格化等に関する法律（昭和25年法律第175号）第14条第３項の規

よる認証を受けた流通行程管理者及び同法第30条第３項の規定による認証を受けた外国流通行程管 定による認定を受けた流通行程管理者及び同法第19条の３第３項の規定による認定を受けた外国流

理者（以下「認証流通行程管理者等」という。）が行う定温管理流通加工食品の流通行程について 通行程管理者（以下「認定流通行程管理者等」という。）が行う定温管理流通加工食品の流通行程

の検査に適用する。 についての検査に適用する。

二 定温管理流通加工食品の流通行程についての検査 二 定温管理流通加工食品の流通行程についての検査

流通行程についての検査は、流通期間（３か月を超えない期間であって、認証流通行程管理者等 流通行程についての検査は、流通期間（３か月を超えない期間であって、認定流通行程管理者等

が定めた一定の期間をいう。）ごとに次に掲げるところにより行うものとする。 が定めた一定の期間をいう。）ごとに次に掲げるところにより行うものとする。

・ （略） 流通行程の管理記録の調査

ア 加工食品の流通に係る施設の温度及び温度範囲の管理記録の作成及び保管が適正であること

を確認する。

イ アの管理記録により、流通の方法が定温管理流通加工食品の日本農林規格（平成21年４月16

日農林水産省告示第518号）第３条に規定する基準に適合するかどうかを確認する。

流通に係る施設についての実地の調査

実地の調査を行うことにより、流通に係る施設の管理状況を確認する。なお、当該調査は、

次に定めるところにより流通行程から抽出した配送経路（製造工場から販売店までの配送の経

路をいう。以下同じ。）について行う。

ア 製造工場から配送センターを経由して販売店に配送される場合にあっては、当該流通行程

から各配送センターを含む配送経路をそれぞれ１つ以上ずつ抽出する。

イ 製造工場から配送センターを経由せずに販売店に配送される場合にあっては、当該流通行

程から各製造工場を含む配送経路をそれぞれ１つ以上ずつ抽出する。


	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	117
	118
	119
	120
	123
	124
	127
	131



